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と
し
て
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
主
な

役
割
で
す
。

農
地
な
ど
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

に
関
す
る
指
針
の
策
定
・
変
更
や
、
農

地
な
ど
の
権
利
移
動
の
許
可
、
農
用
地

利
用
集
積
計
画
の
決
定
な
ど
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
全
て
「
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
」
と
連
携
を
取
り

な
が
ら
行
い
ま
す
。

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
が
新
設
さ
れ
ま
す

農
業
委
員
と
は
別
に
、
農
地
利
用
の

最
適
化
の
推
進
の
た
め
、
担
当
地
域
に

お
い
て
現
場
活
動
を
行
う
「
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
」
を
設
置
し
ま
す
。

①
推
進
委
員
は
農
業
委
員
会
か
ら
委
嘱

さ
れ
ま
す

②
推
進
委
員
の
主
な
業
務

担
当
区
域
に
お
い
て
、
農
地
等
利

用
の
最
適
化
の
推
進
の
た
め
の
現
場

活
動
を
行
い
ま
す
。

具
体
的
に
は

○
農
地
の
出
し
手
・
受
け
手
へ
の
働

き
か
け
を
行
い
、
農
地
利
用
の
集

積
・
集
約
化
を
推
進

○
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
を

推
進

ま
た
、
農
業
委
員
と
協
力
し
て
現
場

確
認
を
行
う
ほ
か
、
農
業
委
員
会
の
総

会
な
ど
で
意
見
を
述
べ
ま
す
。

現
在
、
在
任
し
て
い
る
農
業
委
員

は
、
任
期
が
満
了
す
る
平
成
30
年
６
月

ま
で
引
き
続
き
在
任
し
、
任
期
満
了
を

も
っ
て
新
体
制
に
移
行
し
ま
す
。
農
業

委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の

推
薦
・
公
募
の
手
続
き
は
広
報
あ
り
だ

が
わ
平
成
30
年
２
月
号
や
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

農業委員これまでの選出方法
農業者 農業団体・議会

農業委員
選挙委員 選任委員

町長選挙
推薦

選任

こう変わります

地域の農業者や団体

農業委員

任命

町長

推薦・公募

議会
同意

改正後の選出方法

地域の農業者や団体

委嘱

農業委員会

推薦・公募

推進委員　選出方法

農地利用最適化推進委員


